
（様式２）

戸塚消防署　総務・予防課

議題名：

【内容】

【例年あげている議題か？】

【何をすればいいのか？】【いつから（いつまでに）すればいいのか？】

【その他、注意することなど】

問合せ先

担当部署　戸塚消防署総務予防課

担当者名　大江　道就

TEL＆FAX.　045-881-0119

　毎年、３月１日から７日まで、火災予防意識の一層の普及を図ることで、火災の発生を防止
し、高齢者等を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的と
して「全国・春の火災予防運動」を実施しております。
　つきましては、「春の火災予防運動」に関するポスターを掲出していただき、火災予防運動
に御協力をお願いします。

　例年お願いしているものです。（昨年度も２月区連会でお願いしました。）

　各自治会町内会に届きましたら、ポスターを掲示板に掲出していただきますようお願いしま
す。
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「春の火災予防運動」に関するポスターの掲出について（依頼） 

 

 

立春の候 自治会町内会長様におかれましては、ますます御健勝のこととお喜び申し

上げます。 

日頃から、戸塚消防署の防火・防災業務に対し御理解・御協力をいただき厚くお礼申

し上げます。 

さて、本年も３月１日（月）から７日（日）までの間、全国一斉に「春の火災予防運

動」が実施されます。 

つきましては、火災予防運動の趣旨を御理解いただき、恐縮ではございますが各自治

会町内会の管理する掲示板へポスターの掲出を御依頼申し上げます。 

 

 

【火災予防運動の趣旨】 

 火災予防運動は、区民の皆さま一人ひとりが火災予防を意識することにより、火災の 

発生を防止し、高齢者等を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を 

防ぐことを目的として実施します。 

 

 

 

 

 

【事務担当】戸塚消防署総務・予防課 

予防係：大江、佐藤 

電話 881-0119 
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